
 令和８年第２回教育委員会会議 報告事項（８） 

 

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「沖縄県 

部活動大会参加支援基金条例」に対する意見） 

 

保健体育課  

１ 概 要 

 令和８年第１回沖縄県議会に知事が提出した議案「沖縄県部活動大会参加支

援基金条例」に係る、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定

に基づく意見聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催する時間的余

裕がなかったことから、令和８年２月２日に沖縄県教育委員会の議決事項及び

教育長に委任する事項等に関する規則第７条第１項に基づき、教育長による臨

時代理により回答した。 

 

２ 「沖縄県部活動大会参加支援基金条例」案の概要 

 ⑴ 基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定める。（第１条から第７ 

条まで） 

⑵ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

【参考】 

 ○生徒の部活動に係る経済的負担の軽減を図ることを目的として、沖縄県部

活動大会参加支援基金を設置する。 

○基金は、中学校、高等学校及び特別支援学校（中学部及び高等部に限る）の

生徒が、規則で定める団体が実施する県大会、九州及び全国大会に参加する

ために要する船賃、航空賃及び宿泊料を補助する事業に充てる。 

    

    

     

   

 

 

   

３ 臨時代理した意見の内容 

議案「沖縄県部活動大会参加支援基金条例」は、部活動に係る保護者の経済

的負担の軽減を図るものであることから、異議がない旨を回答した。 

 

 

 

令和８年度 

基金積立金 

（一般財源） 

沖縄県部活動大

会参加支援基金 

基金事業 

Ｒ８～Ｒ10 

２事業 4.2 億円 

積立 取崩 



条例案の概要の説明 

部課名 教育庁保健体育課 

 

１ 件名 

沖縄県部活動大会参加支援基金条例 

 

２ 制定の経緯及び必要性 

 ⑴ 島しょ県である本県において、離島から本島まで及び本島から県外に移動する際に

は航空賃・船賃が必須であり、離島の中学生及び高校生が本島の大会に参加する際及

び県内の中学生及び高校生が県外の大会に参加する際に要する費用（船賃・航空賃・

宿泊料）は保護者の経済的負担となっている。 

 ⑵ 家庭の経済状況に関わらず、生徒の活躍の場を確保できるよう、⑴に掲げる費用の

一部を補助することにより、部活動に係る経済的負担の軽減を図る必要があることか

ら、同費用を補助する事業の費用の財源に充てることを目的とした基金を設置し、そ

の管理及び処分に関し必要な事項を定める必要がある。 

  

３ 制定案の概要 

 ⑴ 基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定める。（第１条から第７条まで） 

 ⑵ この条例は、令和８年４月１日から施行する。（附則） 

 

４ 根拠法令 

   地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条 

 

５ 関係各課との調整状況 

   財政課と調整済み 

 

６ 添付資料 

 ⑴ 根拠法令等の参照条文 

 ⑵ その他参考となる資料 



乙第25号議案

沖縄県部活動大会参加支援基金条例

（設置）

第１条 生徒の部活動に係る経済的負担の軽減を図ることを目的として、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第241条第１項の規定に基づき、沖縄県部活動大会参加支援基金

（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。

(運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入す

るものとする。

（繰替運用）

第５条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（処分）

第６条 基金は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する中学校、高等学校

及び特別支援学校（中学部及び高等部に限る。）の生徒が公益財団法人日本中学校体育

連盟その他の規則で定める団体が実施する大会に参加するために要する船賃、航空賃又

は宿泊料を補助する事業の費用の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分す

ることができる。

（規則への委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則



この条例は、令和８年４月１日から施行する。

令和８年２月10日提出

沖縄県知事 玉 城 康 裕

理 由

中学校、高等学校等の生徒の部活動に係る経済的負担の軽減を図ることを目的とし

て、沖縄県部活動大会参加支援基金を設置し、その管理及び処分に関し必要な事項を定

める必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。


